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令和 7年第 11 回名取市教育委員会定例会 会議録 

 

1 会議の年月日 

   令和 7年 11 月 27 日(木) 

 

2 会議の場所 

仙台法務局名取出張所 2階 会議室 4 

 

3 出席委員 

   教育長 鈴木 博幸 

   教育長職務代行委員 荒井 龍弥 

   教育委員 長澤 裕司 

   教育委員 布田 久美子 

   教育委員 梅津 美穂 

 

 

4 欠席委員 

   なし 

 

5 傍聴者 

  市民 0 名 

 

6 説明のために出席した者 

   山家教育部長、髙橋理事兼学校教育課長事務取扱、千葉教育総務課長、佐々木生涯学習課

長、堀籠文化・スポーツ課長、林市史編さん室長、郷内教育部企画員兼教育総務課長補佐、

佐々木教育総務課教育総務係長 

 

7 議事日程 

   日程第 1 前回会議録の承認 

   日程第 2 会議録署名委員の指名 

日程第 3 教育長報告 

(1) 一般事務報告 

(2) 行事予定 

   日程第 4 専決事務報告 

(1) 名取市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則について 

(2) 情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等について 

(3) 令和 7年度名取市一般会計補正予算（第 8号）（教育費）に対する意見について 

(4) 情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等について（その 2） 
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日程第 5 議 事 

議案第 28号 令和 6年度教育委員会点検・評価について 

8 開会時刻 

  午後 1時 30 分 

 

9 会議の概要 

 

鈴木教育長 

ただいまより、令和 7年第 11回名取市教育委員会定例会を開催いたします。はじめに、追

加案件の「専決事務報告 1 か件」について報告します。本日配付しておりますお手元の「議

事日程【追加案件】」をご覧ください。下線部のところになります。 

本日の会議日程につきまして、「名取市教育委員会会議規則第 10 条第 2 項」の規定に基づ

き、専決事務報告（4）「情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等について（その 2）」を「専

決事務報告（3）」の次に追加し、審議したいと思います。このことについて、ご異議ござい

ませんか。 

 

全委員 

   なし。 

 

鈴木教育長 

なければ、承認といたします。日程第 1「前回会議録の承認」についてですが、前回、10月

23 日開催の第 10 回定例会会議録については、先日、各委員宛配付済みであります。 

この内容について、ご質疑等ございませんか。 

 

全委員 

   なし。 

 

鈴木教育長 

なければ、会議録につきましては承認といたします。 

次に、日程第 2「会議録署名委員の指名」ですが、会議録署名委員に、長澤委員並びに布田

委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

次に、日程第 3「教育長報告（1）一般事務報告」について、私からは特にございません。 

教育部長、報告をお願いします。 

 

山家教育部長 

それでは、議案書は 1 ページから 4 ページとなります。私からは特にございません。各課

から報告をさせていただきます。 
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鈴木教育長 

教育総務課お願いします。 

 

千葉教育総務課長 

   資料の 1 ページ、14 番、10 月 30 日、令和 7 年度交通安全対策要望箇所合同点検について

です。各学校から通学路において危険箇所として対応が要望された中から、会議にて選定し

た現場 4箇所にて合同点検を行いました。 

   続きまして 19 番、教育委員会点検評価に係る説明会について、学識経験者 2名に説明を行

いましたが、後ほど議案 28 号として説明させていただきますので、ここでは省略いたします。 

続いて 3 ページ、66 番、夢サポート事業になります。11 月 21 日、文化会館大ホールにお

いて、植松努さんの講演会を実施しました。市内中学校 2 年生と義務教育学校 8 年生、合計

842 名を対象に、思うは招く～夢があればなんでもできる～と題し、約 90分の講演の後、30

分程度質疑応答となりました。 

現在、出席した生徒及び教員にアンケート調査を行っております。 

   教育総務課からは以上です。 

 

 鈴木教育長 

   学校教育課お願いします。 

  

髙橋理事兼学校教育課長事務取扱 

   1 ページ 9 番、10 月 28 日、青森県六戸町議会による閖上小中学校の視察が行われました。 

続いて 17番、10 月 30 日、就学支援委員会が行われました。この回で最終となります。 

   2 ページ、28番、11 月 4日、第 1回人事ブロック会議が岩沼市中央公民館にて行われまし

た。 

31 番、11月 6日、名取市小学校音楽発表会が文化会館にて行われました。 

続いて 3 ページをお開きください。61 番、11 月 19 日、名取市研究主任者会教育視察研修

が 1泊 2日の日程で、埼玉県戸田市にて行われました。 

68 番、11 月 21 日、いじめ防止対策調査委員会が行われました。この日は関係教職員から

の聴き取りが行われました。 

4 ページ、77番、11 月 26 日、第 2回心のケアに関する講演会が行われました。この日は、

宮城県立精神医療センターの吉田医師による「死にたいと言う児童、生徒や自傷行為をする

児童、生徒への対応について」と題してご講義をいただきました。 

学校教育課からは以上です。 

 

鈴木教育長 

生涯学習課お願いします。 

 

 



4 

 佐々木生涯学習課長 

   1ページ、6番、10月25日、名取が丘公民館祭・芸能祭を行っております。 

2ページに移りまして、23番、11月1日、那智が丘公民館まつりを実施しております。 

35番、11月8日、仙台管内協働教育研修会・PTA指導者研修会を開催しております。これは

共催ということで、県で事業を開催しております。 

38番、11月9日、増田西公民館まつりを実施しております。 

39番、同じく11月9日に高舘公民館まつりを実施しております。 

40番、11月9日、ゆりが丘公民館まつりを実施しております。 

3ページ、46番、11月12日、定例青少年相談を行っております。 

49番、11月13日、青少年健全育成みやぎ県民のつどいとして、気仙沼市のはまなすホール

での会議に出席をしております。 

54番、11月15日、閖上公民館Ｆｅｓｔｉｖａｌとして、公民館まつりを実施しておりま

す。 

56番、11月16日、増田地区文化祭、これは公民館まつりでございます。 

57番、11月16日、愛島公民館まつりを実施しております。 

60番、11月18日、第2回社会教育委員の会議を実施しております。 

64番、11月19日、第2回地域学校協働活動研修会を実施しております。 

4ページ、71番、11月21日に名取市青少年健全育成講演会を実施しております。 

72番、11月22日、相互台公民館まつりを実施しております。 

78番、11月26日、定例青少年相談を実施しております。 

生涯学習課からは以上です。 

 

鈴木教育長 

文化・スポーツ課お願いします。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

  初めに 1 ページ 7 番、10 月 25 日に歴史民俗資料館で開催された第 6 回資料館まつりにつ

いてです。当日は、熊野堂神楽や、クイズ大会、名取一中吹奏楽部による生演奏といったス

テージのイベントの他、勾玉づくりなどの歴史に関係する体験メニューを実施し、延べ 240

名の方にご来場をいただきました。 

2 ページをご覧ください。24 番、雷神山古墳ランタンフェスティバルについてです。こち

らは名取市商工会との共催イベントとなっており、11月 1日に開催を予定しておりましたが、

前日に悪天候が予想されたことにより、11 月 2 日に順延開催となりました。当日はランタン

の打ち上げの他、マルシェも開催されまして、約 350 名の方にご来場いただきました。 

続きまして、41 番、44番の小学校の「能楽」体験アウトリーチについてです。国立能楽堂

から講師として能楽師の方をお迎えし、11 月 10 日に下増田小学校、11月 11 日に那智が丘小

学校と愛島小学校で実施しました。各小学校とも 6 年生が参加し、講師から能と狂言の説明

を受け、能楽体験をしてもらうことができました。 
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3 ページをお開きください。47番、令和 7年度「生き生きスポーツクラブ」についてです。 

11 月 12 日に、ベガルタ仙台の講師による健康体操教室を行いました。今回で今年度最後の

「生き生きスポーツクラブ」になりましたが、大きなけがもなく無事に終了することができ

ました。 

最後に 4ページ、73 番及び 74番の市内歴史スポットめぐりです。11月 22 日、23日の 2日

間開催いたしました。11月 22 日につきましては、市内の古墳をめぐる古墳コース、23日は、

名取郡の成り立ちと実方中条コースを実施し、両日で 44 名の方にご参加いただきました。 

   文化・スポーツ課の行事報告は以上です。 

 

鈴木教育長 

市史編さん室お願いします。 

 

 林市史編さん室長 

   2 ページ、25 番、11 月 1 日、国際熊野学会創立 20 周年記念宮城県名取市合同大会でござ

います。本大会につきましては、「熊野三山が取り持つ縁」と題しまして、学会の主催、市教

育委員会を共催として実施いたしたものです。 

当日は、当市の編さん専門部会、佐藤弘夫名取熊野部会長による基調講演をはじめ学会の

方々の講演やアトラクションなども行われ、250 名の方が参加されました。令和 9年度の「名

取熊野編」発刊に向けはずみが付いたものと捉えております。 

また、翌日の 27 番については、学会のメンバーの方、新宮市の職員の方と市内巡見をし、

姉妹都市の新宮市との交流、親睦を深めることに繋がりました。 

 

鈴木教育長 

ただいま報告があった内容等について、ご質疑等ございませんか。 

   長澤委員、どうぞ。 

 

 長澤委員 

   2 点確認ですが、61 番の戸田市の視察ですが、主にどういった先進校をご覧になってきた

のかということと、66番の夢サポート事業のアンケート方法についてお伺いいたします。 

 

鈴木教育長 

はじめに学校教育課、お願いします。 

 

 髙橋理事兼学校教育課長事務取扱 

   各校の研究主任者会のメンバーで参加をしまして、事務局として私も参加をしましたが、

1日目は戸田市立笹目東小学校を、2日目は戸田市立喜沢中学校の方を視察させていただきま

した。どちらも ICT を活用した授業というものが、全校的に行われておりました。 

驚いたのは、どちらの学校も黒板がなくすべてホワイトボードになっており、プロジェク
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ターからデジタル教科書を使って授業をしていました。 

タブレットを文房具のように用いて、子供たちが自ら、例えば、ネットにつないで調べ学

習をしたり、過去の学習の記録を自分で探し、そちらを基に新たな活動に生かしたりなど、

個人個人の活動の時間と、それから、隣の人とか 4 人のグループなどで、話し合いなどの学

び合いの時間をこまめに入れており、主体的な活動と対話的な活動が授業の中で何度も繰り

返されながら子供たちが学習に向かっておりました。これは小学校、中学校のどの教科もそ

のような授業が当たり前に行われているということで、参加された研究主任の先生方も非常

に深い学びができたというような感想を述べておりました。 

 

 長澤委員 

   ありがとうございました。 

 

鈴木教育長 

教育総務課、お願いします。 

 

 千葉教育総務課長 

   夢サポート事業に係るアンケート調査についてですが、こちらは、アンケート調査依頼と

して A4 の紙を各学校経由で生徒にお配りしており、その中に QR コードをつけ、そこを読み

取っていただきます。学校のタブレットを使っていただいてもいいですし、ご家庭のスマー

トフォンなどを繋ぎ、回答フォームに入って回答していただくという形をとっております。 

 

長澤委員 

それは回答したものがサーバーにあり、市教委で全部の学校を見られるということですか。 

 

 千葉教育総務課長 

   Google フォームで行っており、市の事務局で閲覧するもので学校ではできません。 

 

 長澤委員 

   ありがとうございます。 

そうしないと先生方の負担があると思うので是非 ICT 関係でお願いします。 

 

 鈴木教育長 

   布田委員、お願いします。 

 

 布田委員 

   71 番の名取市青少年健全育成講演会はどれくらい人が入ったのでしょうか。 
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 鈴木教育長 

   生涯学習課、回答お願いします。 

 

佐々木生涯学習課長 

   文化会館の小ホールで行いまして、約 100 席用意したのですが、ほぼ満席なので、100 名程

の方に参加いただいたと思っております。 

 

 鈴木教育長 

   布田委員、よろしいですか。 

 

 布田委員 

   はい。 

 

 鈴木教育長 

   ほかにございませんか。 

 

 全委員 

   なし。 

 

 鈴木教育長 

   なければ承認といたします。 

次に、「（2）行事予定」について説明をお願いします。 

 

 山家教育部長 

   それでは、議案書は 5 ページ、6 ページになります。私からは、5 ページの 12 番になりま

すが、12月市議会定例会が 12月 2日に開会いたします。 

 なお、議会日程は現在のところ未定であります。 

 次に、次回の教育委員会定例会等の日程については、後の協議の際にお願いします。 

 あとは、各課から報告をさせていただきます。 

 

鈴木教育長 

  教育総務課お願いします。 

 

千葉教育総務課長 

  6 ページ、42 番になります。 

これについては、8月 5日、8月 6日、10月 15 日、全部で 4回、スクールバスの緊急対応

訓練を小中学校で行いまして、参加した教員、事業者それぞれの立場から感じた課題等を出

し合い、その対策等の検討を行う会議のようなものですが、現在、実施日の調整をしている
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ところです。 

  教育総務課からは以上です。 

 

鈴木教育長 

  学校教育課お願いします。 

 

髙橋理事兼学校教育課長事務取扱 

   5 ページ、1番、11 月 28 日、那智が丘小学校を会場に市の校長会が行われます。 

続きまして、6ページ、35 番、12 月 21 日、いじめ防止対策調査委員会が行われます。この

日は母親及び代理人弁護士からの聞き取りが行われる予定です。 

38 番、12 月 24 日、この日から 1 月 7 日まで、市内の小中義務教育学校の冬季休業日とな

ります。 

40 番、12 月 25 日、令和 7 年度第 1 回名取市学校給食運営審議会が行われる予定でござい

ます。 

学校教育課からは以上です。 

 

鈴木教育長 

  生涯学習課お願いします。 

 

佐々木生涯学習課長 

  5 ページ、5番、11 月 30 日、館腰公民館まつりを実施する予定です。こちらで公民館まつ

りはすべて終了になります。 

20 番、12月 7日、日曜日、名取市図書館まつりを実施いたします。 

次に 6ページ、22番、12月 10 日、定例青少年相談を行います。 

29 番、12月 15 日、月曜日、公民館職員会議を、9時半と 14 時から半分ずつになりますが、

実施いたします。 

36 番、12月 22 日、月曜日、生涯学習推進本部会議を行います。 

39 番と 41 番ですが、12 月 24 日と 25 日に青少年健全育成の関係で、冬休みの定例街頭巡

回指導を行う予定です。 

生涯学習課は以上です。 

 

鈴木教育長 

  文化・スポーツ課お願いします。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

  5 ページの 9番、11 月 30 日に令和 7年度仙台地区スポーツ推進委員協議会研修会が市民体

育館で開催されます。仙台管内のスポーツ推進委員が集まり、ベガルタ仙台の方を講師に迎

え講義や実技を受講する予定となっております。 



9 

そのほか、スポーツ推進委員関連として、17 番、12 月 6日に名取市スポーツ推進委員連絡

協議会「ドッジボール講習会」が同会場で開催される予定となっております。 

続きまして 18 番、増田謎解き歴史ウォーキングが 12 月 6 日に開催されます。歴史民俗資

料館をスタートとしまして、増田周辺の文化財を資料館職員の説明を聞きながら、約 4 ㎞を

歩いて巡るコースとなっております。このほか、資料に記載のとおり、歴史民俗資料館にお

いて体験型イベントを実施する予定となっております。 

最後に 19番、文化会館展示ギャラリー活用事業についてです。こちらは市民の文化芸術の

成果を発表する機会を提供するために、文化会館 2 階の展示ギャラリーを無料開放し、活用

していただく事業となっております。12 月 6 日と 7 日に「人と想いをつなぐ 2025 写真展」

を開催する予定となっております。 

文化・スポーツ課は以上です。 

 

鈴木教育長 

  市史編さん室お願いします。 

 

林市史編さん室長 

  市史編さん室からは特にございません。 

 

鈴木教育長 

   それでは、ただいま説明があった内容についてご質疑等ありませんか。 

 

 全委員 

   なし。 

 

鈴木教育長 

   なければ、承認といたします。 

   次に、日程第 4「専決事務報告」に入ります。 

 はじめに、専決事務報告「（1）名取市学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則

について」を議題といたします。教育部長から説明をお願いします。 

 

 山家部長 

   専決事務報告(1)ですが、議案書は 7ページ、8ページ及び、本日配付の「専決事務報告(1)

資料」となります。 

この規則は、社会教育及び地域スポーツの振興を図るため、学校施設を開放するにあたり

必要な事項を定めたものですが、この度、開放する学校施設に、市内学校の庭球場及び武道

場を加えたほか、文言の整理を行ったものです。 

この規則は「名取市教育委員会教育長に対する事務委任規則第 4 条第 1 項」の規定に基づ

き、11 月７日付けで専決処分し、同日に施行したので、「同条第 2項」の規定により報告する
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ものであります。 

 私からの説明は以上です。 

 

 鈴木教育長 

   文化・スポーツ課、補足説明があればお願いします。 

 

 堀籠文化・スポーツ課長 

   こちらについては、今までの規則で開放する学校施設は、校庭と体育館及び余裕教室等と

なっておりましたが、増田中学校以外の市内の中学校においては、武道場を既に開放してお

りまして、また、閖上小中学校においては、庭球場の開放の要望を受けていることから、開

放できる施設について実情に合わせて整理を行い、この度、一部改正を行ったところです。 

そのほか A4 の資料の裏面になります【別記 1】の開放する時間の表記の仕方を、何時から

何時までとして文言を統一させ、整理をいたしたところでございます。 

以上です。 

 

 鈴木教育長 

   ただいま説明のあった内容について、ご質疑等ありませんか。 

   荒井委員、どうぞ。 

 

 荒井教育長職務代行委員 

   改正案の内容ではないですが、4月から 10月、夏時間の時の校庭や体育館の開放時間が午

前 5時からとなっているようですが、相当早いと思いました。 

 

鈴木教育長 

  文化・スポーツ課お願いします。 

 

 堀籠文化・スポーツ課長 

   4 月から 10月の間は日の昇りも早いので、5時からとして設定しています。11月からは日

の昇りが遅くなるため 9時からとして設定しています。 

 

 鈴木教育長 

   荒井委員、いかがでしょう。日照時間に合わせてということです。 

 

 荒井教育長職務代行委員 

   理解はするのですが、学校関係者は立ち会うということはないのですね。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

  はい、ございません。 
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 荒井教育長職務代行委員 

  分かりました。ありがとうございます。 

 

鈴木教育長 

  ほかにございませんか。 

  梅津委員。 

 

梅津委員 

  同じ内容ですが、朝早かったり夜少し遅かったりというのは、近くに住宅がある学校など

は住民からの意見などはなかったのでしょうか。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

  今のところは聞いてはおりません。 

 

鈴木教育長 

  住民の声や周囲への配慮ということですね。その点で、文化・スポーツ課の協議の中で何

かありましたか。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

  今回の規則の関係で協議の議題には挙がりませんでしたが、苦情などがありましたら対応

させていただきます。 

 

鈴木教育長 

  そこは丁寧に対応していくということですね。 

  ほかにありませんか。 

布田委員、どうぞ。 

 

布田委員 

  今までも庭球場や武道場が使用されていたが、記載がなかったので修正するということで

すか。  

 

堀籠文化・スポーツ課長 

  はい、ご質問のとおりです。 

  武道場については、増田中学校以外は既に利用されており、庭球場については、閖上小中

学校から使いたいと要望があったので、今回付け加えております。 

 

鈴木教育長 

  布田委員、よろしいですか。 
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布田委員 

  はい。 

 

鈴木教育長 

  長澤委員、どうぞ。 

 

長澤委員 

  市内全部の、主に中学校と思ってよろしいのでしょうか、全部が対象になるということで

しょうか。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

  はい。庭球場や武道場がある中学校、校庭や体育館は小学校も対象になっております。 

 

長澤委員 

  他所の市町村でもよく聞くのが部活動の地域展開で、移行になった時に部活動をいくつか

の学校でグループになってやるとします。その時にほかの団体とバッティングになったなど

いろいろ問題が起こったということがあるので、今後、そのようなことも考えていく時期が

来るのではないかと思います。 

 

鈴木教育長 

  貴重なご意見ありがとうございます。 

  ほかにございませんか。 

 

全委員 

  なし。 

 

鈴木教育長 

それでは異議がないものと認め、専決事務報告「（1）名取市学校施設の開放に関する規則

の一部を改正する規則について」は、報告のとおり承認といたします。 

次、専決事務報告「(2)情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等について」を議題といた

します。教育部長より説明をお願いします。 

 

山家教育部長 

  専決事務報告（2）ですが、議案書は 9 ページ、10 ページとなりますが、10 ページをご覧

ください。 

 本件につきましては、「名取市情報公開条例第 7 条第 1 項」の規定に基づき、令和 7 年 10

月 29 日付けで市内の法人から、「第 104 号 下増田公民館下増田児童センター解体工事の金

入り設計書」について開示請求がありました。 
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 同条例第 8条第 1項に規定する開示決定等の処分については、「名取市教育委員会教育長に

対する事務委任規則第 3 条第 1 項第 3 号」の規定に基づき、11 月 10 日専決し、開示決定を

行いましたので、「同条第 2項」の規定により報告するものであります。 

 私からの説明は以上です。 

 

鈴木教育長 

  それでは、ここで暫時休憩とします。 

 

鈴木教育長 

  再開します。 

  ただいま説明のあった内容について、ご質疑等ありませんか。 

 

荒井教育長職務代行委員 

  教えてください。 

 

鈴木教育長 

  荒井委員どうぞ。 

 

荒井教育長職務代行委員 

  金入り設計書とは何ですか。 

 

鈴木教育長 

  教育部長お願いします。 

 

山家教育部長 

  こちらは解体工事の設計書で、金額の入ったものを金入り設計書としております。 

 

荒井教育長職務代行委員 

  分かりました。 

 

鈴木教育長 

  暫時休憩といたします。 

 

鈴木教育長 

  再開します。 

   説明のあった内容について、ご質疑等ありませんか。 
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全委員 

  なし。 

 

鈴木教育長 

  なければ専決事務報告（2）については、報告どおり承認したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

 

全委員 

  なし。 

 

鈴木教育長 

  異議がないものと認め、専決事務報告「（2）情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等に

ついて」は、報告どおり承認といたします。 

 次に、専決事務報告「（3）令和 7年度名取市一般会計補正予算（第 8号）（教育費）に対す

る意見について」を議題といたします。 

教育部長から説明をお願いいたします。 

 

山家教育部長 

  それでは、専決事務報告(3)ですが、議案書は 11ページから 14ページとなります。 

 本件は、12 月 2 日に招集予定の名取市議会定例会に提案される教育費補正予算案ですが、

令和 7年 11 月 17 日付けで「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条」の規定に基

づき、市長から意見を求められましたが、教育委員会開催の時間がなかったことから、「名取

市教育委員会教育長に対する事務委任規則第 4 条第 1 項」の規定に基づき、11 月 18 日専決

し、｢異議がない」旨回答したので「同条第 2項」の規定により報告するものであります。 

 補正予算の内容につきましては、議案書 13 ページの補正予算事項別明細書をご覧くださ

い。 

   今回の補正予算は、歳出のみとなります。 

   10 款 2 項 1 目 小学校費 学校管理費 10 節 需用費の 80 万円の増は、館腰小学校体育

館ステージのバトンの巻揚機の修繕料となります。 

 12 節 委託料の 190 万円の増は、令和 7 年 7 月 30 日に発生したカムチャツカ半島付近の

地震により発令された津波警報・注意報の経験を通して、避難場所となった学校の暑さ対策

等、環境改善の必要性が明らかになったことから、下増田小学校北校舎 3 階特別教室に空調

設備を設置するための工事設計・監理業務委託料となります。 

 14 節 工事請負費は 1,883 万円の増となりますが、内訳は相互台小学校トイレ洋式化工事

費の確定による 417 万円の減、前述の下増田小学校北校舎 3 階特別教室に空調設備を設置す

るための工事費1,810万円、及び8年度に相互台小学校へ肢体不自由児童が入学予定のため、

多目的トイレブースの整備工事費 490 万円を計上するものです。 

 次に、17節 備品購入費の 220 万円の増は、新年度に向けて、破損や老朽化した児童用の
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机・椅子の更新、また学級増に伴う教卓やテレビ等の購入費となります。 

 なお、この後の 10 款 3 項 1 目 中学校費 学校管理費 17 節 備品購入費の 185 万円の

増、及び 10款 4項 1 目 義務教育学校費 学校管理費 17 節 備品購入費の 87万 8,000 円

の増も同じく、新年度から使用する児童生徒の机・椅子の更新及び学級増に伴う教室用備品

の購入費となります。 

 次に 10 款 2 項 2 目 小学校費 教育振興費 17 節 備品購入費の 1,785 万 6,000 円の減

は、GIGA スクール教育用タブレット端末の更新費用について、こちらは県単位で共同調達し

たところですが、契約額確定に伴い生じた不用額を減額するものです。 

 なお、この後の 10 款 3項 2 目 中学校費 教育振興費 17 節 備品購入費の 964 万 7,000

円の減、10 款 4 項 2 目 義務教育学校費 教育振興費 17 節 備品購入費の 180 万 7,000 円

の減も、同じく GIGA スクール教育用タブレット端末更新費用の不用額の減額となります。 

 次に 10款 3項 1目 中学校費 学校管理費 10 節 需用費の 187 万円の増は、8年度に増

田中学校へ肢体不自由の車いすの生徒が入学予定であることから、各階の女子トイレに手摺

を設置し、また体育館出入口にスロープを設置するものです。そのほか、みどり台中学校体

育館のトイレ修繕及びステージのバトンの巻揚機の修繕料となります。 

 12 節 委託料の 1,067 万円の減は、みどり台中学校スクールバスの契約額の確定に伴う不

用額の減額となります。 

 10 款 4 項 1 目 義務教育学校費 学校管理費 12 節 委託料の 177 万 1,000 円の増、続く

14 節 工事請負費 1,822 万 9,000 円の増は、先にご説明した下増田小学校特別教室の空調

設置と同様の理由により、閖上小中学校のランチルーム等へ空調設備を設置するため、増額

補正するものです。 

 10 款 5項 2目 社会教育費 公民館費 12 節 委託料 38 万円の増は、清掃委託料となり

ますが、令和 7年 10月 1日から宮城県の最低賃金が改定されたことに伴い、増額補正するも

のです。 

 10 款 5 項 5 目 社会教育費 文化財保護費 12 節 委託料 49 万 5,000 円は、「（仮称）

なとり古墳ブック」の仕様を一部変更したことに伴う増額補正となります。 

 10 款 6 項 3 目 保健体育費 学校給食費 17 節 備品購入費の 20 万円は、新年度の学級

数の増加に伴い、給食に係る備品として配膳台と運搬用台車を購入するため、増額補正する

ものです。 

 以上、教育費 歳出補正の合計額は、942 万 3,000 円の増額となります。 

      続きまして、債務負担行為についての説明となります。14 ページをご覧ください。 

表の 1 行目、愛島小学校児童通学送迎委託料 9,660 万円は、スクールバスの委託料となり

ますが、今年度で契約期間 3 年間が満了となるため、改めて 8 年度から 3 年間の契約を行う

もので、今年度中に契約準備が必要なことから債務負担行為を設定するものです。 

2 行目、館腰小学校児童通学送迎委託料 6,750 万円についても、同様の理由から債務負担

行為を設定するものです。 

3 行目、こころの劇場児童送迎委託料 185 万円は、こころの劇場開催に伴うバス委託料と

なります。確保するバス台数が多く、7年度中からバスを予約、確保する必要があるため、債
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務負担行為を設定するものです。 

4 行目、学校給食賄材料費の 9,420 万円は、新年度当初からの給食を安定的に供給するた

め、7年度中に食材調達の契約手続きを行う必要があることから、債務負担行為を設定するも

のです。 

 私からの説明は以上となります。 

 

鈴木教育長 

   ただいま説明のあった内容について、ご質疑等ございませんか。 

 

長澤委員 

   お願いします。 

 

鈴木教育長 

   長澤委員どうぞ。 

 

長澤委員 

   ご説明ありがとうございました。 

   下増田小学校と閖上小中学校の空調関係で、避難所対応ということのようですが、そのほ

かの学校で避難所になっている学校が津波想定以外でもあると思うのですが、こちらを優先

的にということでしょうか。 

 

鈴木教育長 

   教育部長お願いします。 

 

山家教育部長 

   今回は津波避難の時の対応ということで、先ず 7月 30 日の津波警報の際に、閖上小中学校

では 3 階の普通教室に一般の市民の方が避難しました。下増田小学校も同様に、2 階の普通

教室に避難しました。 

夏休み期間中のため普通教室が空いておりましたが、平日、授業中であった場合など子供

達が学校にいる時間帯では普通教室が利用できませんので、それ以外の場所に避難場所を確

保するということで、下増田では 3 階の特別教室、閖上は 4 階のランチルームにエアコンを

設置して対応することとしたものです。 

   それ以外の学校につきましては津波避難とは違うので、体育館やその他の教室 1 階から 4

階すべて使えることになります。そうしますとエアコンのある教室に分散して入ることも出

来ますし、体育館であれば大型の扇風機などを使って対応ができるということになります。 

   津波避難ですと 1 階が使えなくなり、教室数も限られているため、避難場所を確保すると

いう意味で今回設置をするものになります。 
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長澤委員 

  分かりました。 

 

鈴木教育長 

  ほかにありませんか。 

  荒井委員どうぞ。 

 

荒井教育長職務代行委員 

  今のお話ですが、ハザードマップ上では増田小学校やほかの学校も浸水域にかかっている

ような記憶があるのですが。 

 

鈴木教育長 

  教育部長お願いします。 

 

山家教育部長 

増田小学校、増田中学校などは津波の浸水域に入っておりませんので、避難場所は十分確

保できるものとしております。 

 

荒井教育長職務代行委員 

  分かりました。 

 

鈴木教育長 

  ほかにございますか。 

  長澤委員どうぞ。 

 

長澤委員 

  実際問題ですが、私も増田中学校勤務の時に、下増田小が避難所でしたが増中にも 30 人ぐ

らいが避難されてきて、その方々に「ここは避難所ではありませんよ」とは言えないです。 

  そういう例がありました。 

 

鈴木教育長 

  教育部長お願いします。 

 

山家教育部長 

  ありがとうございます。 

  確かに津波情報が出た時に、下増田小学校から西側、例えば美田園地区の 8 丁目とか 7 丁

目辺りの方は、海側に逃げるということは推奨しておりませんので、増田中学校や市役所な

どにも人が来るということがございます。 
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現在は津波警報が出た場合には増田小学校と増田中学校も開けるということで対応してお

りました。 

 

鈴木教育長 

  ほかにございませんか。 

 

全委員 

  なし。 

 

鈴木教育長 

  なければ、専決事務報告(3)については、報告のとおり承認したいと思います。ご異議あり

ませんか。 

 

全委員 

  なし。 

 

鈴木教育長 

  異議がないものと認め、専決事務報告「（3）令和 7年度名取市一般会計補正予算（第 8号）

（教育費）に対する意見について」は、報告のとおり承認といたします。 

 次に追加案件となります。専決事務報告「(4)情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等に

ついて（その 2）」を議題といたします。 

教育部長、説明をお願いします。 

 

山家教育部長 

  専決事務報告（4）ですが、議案書は、本日配付の追加議案書 1ページ、2ページとなりま

す。2ページをご覧ください。 

 本件につきましては、「名取市情報公開条例第 7 条第 1 項」の規定に基づき、令和 7 年 11

月 14 日付けで市内の法人から、「第 90 号 高舘体育館解体工事の工事費内訳書（金額込み設

計書及び内訳書）」について開示請求がありました。 

 同条例第 8条第 1項に規定する開示決定等の処分については、「名取市教育委員会教育長に

対する事務委任規則第 3 条第 1 項第 3 号」の規定に基づき、11 月 21 日専決し、開示決定を

行いましたので、「同条第 2項」の規定により報告するものであります。 

 私からの説明は以上です。 

 

鈴木教育長 

  それでは、ここで暫時休憩とします。 
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鈴木教育長 

  再開いたします。 

  ただいま説明のあった内容について、ご質疑等ありませんか。 

 

全委員 

  なし。 

 

鈴木教育長 

なければ専決事務報告（4）については、報告どおり承認したいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

 

全委員 

  なし。 

 

鈴木教育長 

  異議がないものと認め、専決事務報告「（4）情報公開制度に伴う行政文書の開示決定等に

ついて（その 2）」は、報告どおり承認といたします。 

  次に、日程第 5「議事」に入ります。 

議案第 28号「令和 6年度教育委員会点検・評価について」を議題といたします。 

教育部長、説明をお願いします。 

 

山家教育部長 

  議案第 28 号ですが、議案書は 15 ページ、また、別冊の「令和 6 年度名取市教育委員会点

検・評価報告書(素案)」となります。 

 本件は、これまで 9 月の定例会後の協議において事務局作成の素案の説明を行い、先月、

10 月 29 日の定例会後に、素案の赤字記載した修正事項について、ご確認いただいておりま

す。 

 その後、10 月 31 日に学識経験者として選任いたしました、鈴木雅行氏と渡邊美由紀氏に

対し、令和 6年度教育委員会事業内容について説明を行い、ヒアリングを受けております。 

 なお、学識経験者からの指摘等により報告書に修正があった個所及び 40ページ以降に掲載

する両氏からのご意見については、報告書（素案）において青字で表記しております。 

 経過については以上です。なお、この報告書につきましては、「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第 26 条」の規定に基づき、12 月議会に提出するとともに、市の Web サイト

により、広く公表を行うことになります。 

説明は、以上となります。 

 

鈴木教育長 

  只今説明のあった内容について、ご質疑等ございませんか。 
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全委員 

  なし。 

 

鈴木教育長 

  なければ、議案第 28号は、原案のとおり承認することにご異議はございませんか。 

 

全委員 

  なし。 

 

鈴木教育長 

  異議がないものと認め、議案第 28 号「令和 6年度教育委員会点検・評価について」は、原

案のとおり承認といたします。 

  本日の議案は、以上です。 

  本日の会議を終了いたします。 

 

 

午後 2時 27 分終了 

 

 以上、会議の顛末を記録し、正当なることを証するため、ここに署名する。 

 

   令和 7年 12 月 23 日 

 

署名委員  長澤 裕司     

 

 

署名委員  布田 久美子     


